
令和５年度運営指導結果の概要（訪問介護） 

長 野 県 健 康 福 祉 部 

地域福祉課福祉監査担当 

１ 実施結果 

区 分 

    

実施数 

 

① 

うち 

文書指摘 

② 

指摘件数 

 

文書指摘割合 

（％） 

②／① 

Ｒ５年度 123 60 149 48.8 

Ｒ４年度 127 56 108 44.1 

 

２ 主な文書指摘事項 

指 摘 事 項 件 数 割合(％) 
【参考】 

過去３年 

平均(％) 

訪問介護計画の作成等の不備 42 28.2 29.8 

報酬・各種加算の算定誤り、不備 32 21.5 15.6 

従業者の員数の不備 19 12.8 6.4 

勤務体制の確保等の不備 17 11.4 16.8 

運営内容・手続の説明及び同意の不備 8 5.4 11.4 

その他 31 20.7 20.0 

計 149 100.0 100.0 

 

     【指導事例】 

○ 訪問介護計画の作成等の不備 

訪問介護計画が作成されていない事例や居宅サービス計画の援助方針等を踏まえ

て作成されていない事例がありました。 

サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況や希望を踏まえて目標を設

定し、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計

画を作成する必要があります。 

計画の作成に当たっては、居宅サービス計画の内容に沿ったものとし、内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、利用者に

交付しなければなりません。 

また、計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画の変更を行います。 

 

○ 報酬・各種加算の算定誤り、不備 

・ 特定事業所加算 

全ての訪問介護員等に係る個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期

等を定めた計画の内容が不十分な事例がありました。 

訪問介護員等の総数に占める一定の要件を満たす者の割合について、常勤換算方



法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用い、算定要件を満たしている

ことを確認していない事例がありました。 

 

○ 従業者の員数の不備 

訪問介護員等の員数が配置基準を満たしていない事例や、サービス提供責任者に

常勤専従の者が配置されていない事例がありました。 

サービス提供責任者は常勤の訪問介護員等のうち、介護福祉士等の資格を有し、

専ら訪問介護に従事するものを充てなければなりません。 

 

○ 勤務体制の確保等の不備 

・ 事業所ごとに勤務表が適切に作成されていない事例がありました。 

利用者に対し適切なサービスを提供することができるよう、従事者の日々の勤務

時間、勤務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者

である旨等を明確にした月ごとの勤務表を作成する必要があります。 

なお、訪問介護員等が併設事業所等（有料老人ホーム等）の職務を兼務している

場合は、それぞれの勤務時間を明確に区分して管理する必要があります。 

・ パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントにより訪問介護員等の就業環

境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じていない

事例がありました。 

職場におけるハラスメントの内容及びハラスメント禁止方針を明確化し、相談窓

口を定め、従業者に周知等することが必要です。 

 

○ 運営内容・手続の説明及び同意の不備 

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書に、提

供するサービスの第三者評価の実施状況の記載がない事例等がありました。 

利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事

故発生時の対応、苦情処理の体制、第三者評価の実施状況等の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、訪問

介護提供の開始について利用申込者の同意を得なければなりません。 

 

 

 

 


